
いじめ対応のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

いじめの事実確定 

いじめの事実の確認 

いじめの発見（教職員による認知・児童、保護者からの訴え 等） 

主任・主幹・管理職への報告                    

学校いじめ対策委員会の招集・対応方針・役割分担等の決定  

当該（被害）児童からの聴取及び要望確認 

当該児童の保護者への状況、対応方針説明及び要望確認 

当該児童からの訴えに基づき、関係（加害）児童や周

囲の児童等からの聴取 

教育委員会への報告（事実が無い場合も報告することが望ましい） 

いじめなし いじめあり 

当該児童の保護者への

事実説明 

いじめの加害者への指導 

いじめ加害の認識と反省 

被害児童への謝罪 

加害児童の保護者への報告及び家庭指導の依頼  

被害児童の保護者への報告  

再発防止の取り組み 

教職員による被害児童、関係児童の観察及び声掛け※３か月の観察で解消判断 

被害児童の保護者への継続的な状況報告   

教職員への周知・情報収集・被害児童、加害児童の観察 

教育委員会への報告・教育委員会による指導・支援（随時） 

 

学校いじめ対策委員会による指導方針・役割分担等の決定  

被害児童の保護者への事実、指導方針説明及び要望確認  

加害児童の保護者への事実、指導方針説明    

周囲の児童生徒への指導 

いじめ事実の説明 

傍観者とならないための指導 

認め合える学級の雰囲気づくり 

別紙 


